
裁判所職員総合研修所の概要

1裁判所職員総合研修所の組織等について

裁判所職員総合研修所（以下「総研」という。 ）は、 「研修部門」 と 「事務局

部門」に分けられています。

研修部門は、裁判所書記官研修部（以下「書研部」 という。 ） 、家庭裁判所調

査官研修部（以下「調研部」という。 ）及び一般研修部の三つの部に分けられて

います｡このうち、書研部は、裁判所書記官（以下「書記官」 という。 ）及び裁

判所速記官の執務に必要な理論及び実務に関する研修並びに書記官の養成を、調

研部は、家庭裁判所調査官（以下「家裁調査官」 という。 ）の執務に必要な理論

及び実務に関する研修並びに家裁調査官の養成を、一般研修部は職種横断的な管

理職員に対する研修や裁判所事務官（以下「事務官」という。 ）に対する研修等

をそれぞれ担当しています。

このほか、書記官の事務について研究する第一研究室及び家裁調査官の事務に

ついて研究する第二研究室が置かれ、各研究室では、各種研究の企画及び実施の

指導、総研所報等に掲載する論文、研究結果報告書等の監修、各種法改正に関す

る資料及び情報の収集、分析等を行っています。

2総研における研修実施の基本的な考え方

社会経済情勢の変化や価値観の多様化に加え、デジタル化の進展等､裁判所を

取り巻く状況は大きく変容してきました｡特に、裁判手続のデジタル化を契機と

して裁判事務の在り方が大きく問われる中、書記官や家裁調査官をはじめとした

裁判所職員の執務のありようも大きく変容しようとしていますbそのため、裁判

所職員の研修についても、デジタル時代の「新しい裁判所」を担う職員を育成す

るとの観点からの継続的な考察が必要不可欠と考えます。

そこで、総研では、①様々な能力の基盤となる思考力と対応力を強化する、②

裁判官を含む関係職種間で相互議論を主体的に行うことで、より質の高い裁判の
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実現に寄与する連携力を増進する､③社会情勢の変化や法改正の趣旨等を踏まえ、

時宜に応じた課題をテーマとした研修の充実を図る、④各職場における.OJTと

の連携を強化し研修の実効性を更に高めるとの観点から、全ての研修について内

容・科目の拡充を図りつつ、一層充実した研修の実施に努めていきたいと考えて

います。

また、適正・迅速な裁判の実現のため、裁判官を含めた職種間で、それぞれの

職務についての相互理解を深めた上で、関係職種間の連携、強化を目的とする

研修の充実、強化を図ることに力を入れており、裁判官と合同で研究するのが

ふさわしいテーマについては司法研修所（以下「司研」という6. ） と合同で研

修を実施するほか、研修のテーマが総研内の各部で共通である場合については

各部が合同で研修を実施しています。さらに、社会情勢等の変化に伴って関係

職種間の連携が求められる場面も変容していくことが考えられることから、裁

判所職員がそのような場面において連携力を十分に発揮できるように、とりわ

け裁判官との連携が図られるように､各種研修及び養成課程の内容等について

引き続き検討していきます。

各職種共通の組織課題として、組織運営の適正確保や障害者等に対する配慮を

含む人権意識の掴養等についても、効果的な研修の在り方を検討し、カリキュ

ラム等に反映させていきたいと考えています。

本年度は、インターネット接続環境のあるパソコンを高裁本庁に各2台、地家

裁本庁に各’台整備し、総研又は各高等裁判所が実施する研修において部分的に

活用します。ウェブ会議を利用して研修を実施するほか、研修終了後に《試みと

．して研修参加者との間で、研修で得た気付きや学びを踏まえた実践に関する意見

交換等を行うことも一部の研修で予定しています。

以上に加え、引き続き感染症防止策に留意しながら、研修等の充実強化に努

めていきたいと考えています。

3養成課程及び研修

2



書記官

養成課程

(ｱ）令和4年6月1日現在の入所中の研修生の構成は､第一部第19期研修

生186人、第二部第18期研修生（2年生） 97人、第二部第19期研

修生（1年生） 88人となっています。

(ｲ）総研では、書記官養成課程が法律専門職としての専門性の基盤となる法

的思考力の醸成を意識したものになっているか、時代の変化に対応できる

力を醸成する内容となっているか､裁判手続のデジタル化後の書記官事務

の観点を意職した内容となっているかといった問題意識を持っており、こ

の問題意識を踏まえたカリキュラムを検討しています。

この観点から、書記官として、訴訟進行に応じて変化し得る裁判官の審

理方針を理解・共有し、主体的に合理的な書記官事務を考えることを体得

できるよう、令和3年度から、 「事件の進行を踏まえた書記官事務」 とい

う科目を新設しました。令和4年度は、さらに検討を進め、書記官事務の

学修の主軸を、 「個々の事務の在り方を学修すること」から、 「紛争解決

に向けた事件の進行の中における個々の事務の法的意義や位置づけを意識

して、当該事務の在り方を学修すること」に改めました。具体的には、こ

れまで、法律科目 （民事訴訟法や刑事訴訟法） と実務科目(受付、送達、

調書など）において、科目ごとに個別に授業を実施していたものを、民

事・刑事でそれぞれ共通の事件記録を利用し、同事件の手続を進行させて

いく中で、手続の各時点において関連する法律・実務を横断的に学修させ

るというものに改めました。

また、講義中心で実施していた授業の方法を、①課題を提示し、②養成

課程生の個別検討やグループ討議等で主体的に検討させ、③検討を発表し、

講評を行うという主体的な学修方法に改めました。

さらに、裁判手続のデジタル化を見据え、裁判現場の書記官と同等な環
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境下において実務に即したより実践的な知識･技能を獲得することを目指

して、令和埋年10月から、養成課程生に対し、一人1台、インターネッ

ト通信環境を備えたパソコンを貸与し、これを利用した研修を実施する予

定です。

以上のほか、書記官事務の整理の考え方を酒養させるためのカリキュラ

ム、職種間の連携及び協働の在り方について検討させる家裁調査官養成課

程との合同カリキュラムなど、参加型、討論型の演習も実施しています。

(切令和3年度から、 4月の入所後約1か月間の日程で予修期修習を実施し

ています。これは、総研での研修を開始するに先立ち、研修生の所属庁等

において、総研が作成した、民事、刑事の実体法及び訴訟法、民事、刑事、

家事の各手続や事件記録の見方に関する講義DVDを視聴させた上で、書

記官室等での執務の実情の見聞や法廷傍聴、記録の閲覧等を通じ、書記官

事務の概要を具体的にイメージさせるとともに、総研が作成した課題の検

討や解説DVDを視聴させること等で知識の定着を図ることにより、養成

課程への円滑な導入を図ることを目的とするものです。

書記官ブラッシュアップ研修（中堅書記官）

書記官ブラッシュアップ研修（高裁委嘱）は、 「事務の法的根拠を確認し、

その目的を見定め、常に合理的な事務を追求できる書記官」を育成していく

ため、書記官任官後5年以上の中堅書記官を対象として、全国共通のカリキ

ュラムで行われる唯一の研修です。本研修については､令和2年度から、①

書記官事務の整理の考え方に基づき、問題を発見し、それを解決する能力の

向上を図るとともに、②中堅書記官としての役割を意識し、組織的視点の滴

養を図るカリキュラムを充実させるなど、カリキュラムの最適化を図る見直

しを行いました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、同

年度の実施は中止しましたが、令和3年度は各庁の実情に応じて実施期間の

短縮や実施方法の変更など柔軟な対応を行うことにより実施しました。
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ウ実務研究会（主任書記官等）

各種実務研究会においては、 日程の一部を司研の研究会と合同して実施し、

書記官事務の整理の考え方（法律専門職たる書記官が、裁判官と審理運営方

針について共有し、裁判官と協働して、適正迅速な裁判の実現のために真に

必要な事務を合理的に行う）における「審理運営方針」や「合理的」の具体

的内容を議論し検討することなどを通じて、裁判官や家裁調査官等と連携協

働しつつ、的確な職務遂行を実現していくための視点の獲得等に重点を置い

たカリキュラムを実施しています。

家裁調査官

ア養成課程

.(ｱ）令和4年6月1日現在の入所中の研修生の構成は、第18期研修生52

人、第19期研修生54人となっています。第18期研修生は、令和4年

9月に実務修習を終え、後期合同研修を開始します。第19期研修生は、

同年7月に前期合同研修を終えて、実務修習を開始します。

なお、第18期以降の研修生については、採用試験の見直しにより行動

科学系の科目の受験が必須ではなくなったことから、その能力、資質の両

面から動向を把握していきたいと考えています。

け）家裁調査官養成課程では、家裁調査官の役割・機能を十全に発揮して事

務を遂行するために必要となる行動科学の知見や技法を体系的に修得させ

るとともに、知見等を審理・判断に資するために活用することの意識付け

やグループ討議により多角的な視点で組織的に事件処理を行う姿勢を身に

付けさせることに重点を置いたカリキュラムを実施しています。特に、行
， 0

動科学の知見等を活用して必要十分な事実を収集する力、知職等を事案に

適切に活用するための思考力、変化する状況に応じて思考を展開させる力

の育成を意識して実施しています。また、 自己の専門性を関係職種とりわ

け裁判官の職務に連携させ、審理・判断に資する事務を遂行するという観
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点から、関係職種と相互議論を行うことの重要性を意識付けられるよう、

指導内容や指導方法等の充実化を進めています。

なお、令和2年度から、養成課程研修の修了日が3月25日頃に変更さ

れ、修了後すぐに小規模庁等へ異動することから、後期合同研修の終盤で

は、家庭事件全般で必要となる面接技法に関する演習や実務上の取扱いが

多い後見等開始事件の演習を実施するなどして、任官後のスムーズな職務

導入を図っています｡

イ中央研修

（ｱ）家裁調査官応用研修・特別研修（中堅家裁調査官以上）

家裁調査官の役割・機能を十全に発揮することを念頭に、行動科学の知

見等を活用した事務の遂行の確保、又は向上に向けて、自らの課題を明確

化することを通じて、研さん意欲や実践力を一層向上させ､又は発展させ

ることを主眼として、任官後、概ね3年の実務経験を有する者を対象とす

る家裁調査官応用研修と、同研修終了後、概ね2年以上の実務経験を有す

、 る者を対象として応募型で実施する家裁調査官特別研修を実施しています。

いずれの研修も、上記のねらいを踏まえるとともに、OJTとの効果的

な連携、審理・判断に資する事務の遂行という観点から裁判官をはじめと

する関係職種どの相互議論の重要性の意識付けを強化する企画等を進めて

います。

(ｲ）実務研究会（主任家裁調査官等）

各種実務研究会は、 日程の一部を司研の研究会と合同して実施し、行動

科学の知見等に基づく事実の調査と調整を担う家裁調査官の役割・機能を

十全に発揮するために、関係職種との連携力の強化等の観点から、書記官

及び裁判官と共同討議を実施するなどして、関係職種の連携・協働の強化

を図りながら、的確な職務遂行を実現していくための視点の獲得等に重点

を置いたカリキュラムを実施しています。
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(3)事務官

各庁の総務・人事・会計の各分野の係長・専門職を対象とする研修において、

担当事務に関する諸課題や専門的知識に関する講義等を行うとともに、関係職

員等との連携・協働を踏まえた円滑かつ適切な係運営の在り方､その実現のた

めに重要となる視点や考え方、効果的な働き掛けの方法等について、 「働き方

改革」の観点も取り入れ、共同討議等を行うこととしています。また、事務局

事務を遂行する上で基盤となる知識や考え方の習得に重点を置いたカリキュラ

ムの充実強化を図っています。

また、専任事務官の専門性の活用や付与等に向けた研修の在り方について、

令和2年8月に配置された専任事務官の兼務教官とともに検討を行っています。

今年度は、これまで総務・人事・会計の3分野を対象として実施してきた事務

官専門研修（高裁委嘱）に、裁判部分野を増設しました。

(4)職種横断的な研修

管理者及び中間管理者に対して、職種間連携を前提とした組織運営の在り方

を意識させるとともに、効果的な人材育成のための態勢整備・環境整備を図る

ことをねらいとする科目を実施しています。また、最新の施策に関する講義や

共同討議などにより､様々な気付きを得る機会を与え、自己研さんの意識付け

を図るなど、それぞれの役割を明確に意識させることを主眼としたカリキュラ

ムの充実に取り組んでいます。

ア管理者

首席書記官研究会、首席家裁調査官研究会、事務局長研究会、管理者研究

会等の幹部職員を対象とする研究会を実施し、組織が直面する課題の認識を

共有するとともに、より広い視点から、施策の推進役として適切に組織全体

をリードしていくための視点の獲得等に重点を置いたカリキュラムとしてい

ます。

イ中間管理者
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平成30年度までは、全ての職種の中間管理者を対象とする研修について

裁判部所属者と事務局所属者に分けて実施していました力$、令和元年度から

は、これらを統合した上で、更に中間管理者としての執務経験及びポストに

応じて二つの階層に分けて中間管理者研修Iと中間管理者研修Ⅱとして実施

しています。これらの研修では、管理能力の向上に加え、職種間．部署間連

携の意識や組織全体の観点から最適なものを見極める目など、それぞれの階

層に応じて求められる能力の向上を図っています｡

4研究

第一研究室では、令和4年度の書記官実務研究として、 「個人再生事件におけ

る書記官事務の実証的研究」をテーマとする研究を行っています。

第二研究室では、令和4年度家庭裁判所調査官実務研究（指定研究）として、

「「子の利益に資する面会交流に向けた調査実務の研究」（家裁調査官研究紀要

第27号掲載）の効果的な活用のための工夫及び留意点についての実証的研究

（仮題） 」をテーマとする研究を行っています。

5総研の今後の取組と情報発信

（1）今後の取組

効果的な人材育成を行うに当たっては、集合研修を担う総研においても、書

記官及び家裁調査官をはじめと寸る裁判所職員の育成目標を見据え、養成課程

の一層の充実を図り、OJTと研修（中央研修、高裁委嘱研修、各庁委嘱研修

及び自庁研修） との連携を強化し、研修の実効性を更に高めることを意識しな

がら、また、裁判所のデジタル化の進展も見据えながら、引き続き、研修内容

の見直しを行って研修の充実を図っていきたいと考えています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に伴い、DVD視聴、テレビ会議シ

ステムによる同時配信、ウエブ会議の利用など、様々な工夫を行って実施した

研修もありますが、これらの手法を、その長所を生かして集合研修とうまく組

み合わせて活用していくことにより、これまで総研が取り組んできたOJTと
8
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研修との連携強化をより一層図ることも可能となります。昨年度のリモート形

式の実施実績に加え、本年度整備されるインターネット接続環境のあるパソコ

ンを活用する研修の振り返りをしながら、今後のリモート研修の拡充に向けた

検討を進めていきたいと考えています。

また、研修とOJTとの連携を強化し研修の実効性を高めていく上では、各

庁の幹部職員のほか、裁判官の理解と協力をいかに得ていくかが重要な課題で

あると考えて､検討しているところです。

(2)総研の刊行物について

総研の刊行物として、総研で行われた各種実務研究会の結果要旨や研修実施

結果等を掲載した「総研所報」 と、書記官の研究論文を掲載した「書記官実務

研究報告書」 、家裁調査官の研究論文を掲載した「家裁調査官研究紀要」があ

ります。

(3)総研コンテンツについて

J･NETポータルの総研コンテンツにおいて、実務研究会の結果要旨、中

央研修や養成課程の状況及び文献情報など、執務に役立つ情報・資料等を提供

しているとともに、 「総研ニュース」を掲載して総研の最新情報を発信してい

ます。

､

9
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第1研修

1中央研修

（1）管理者層

1

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

1 首席書記官研究会

首席書記官として必要
な指導監督等に関する
研究を行うことによ
り、総合的な組織運営
能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

4． 9． 13（火）

～9.14(水）
2日 未定

地・家・簡裁
の首席書記官

2

首席
家庭裁判所
調査官
研究会

第1回

Iロ●■わ●●DPPワー、

第2回

首席家裁調査官として
必要な指導監督等に関
する研究を行うことに
より、総合的な組織運
営能力の向上を図る｡

裁判所職員
総合研修所

4． 9． 1（木）
～9． 2.(金）

F q■m－－－q■ー■‐｡■‐ロロー■｡。

4.11.21(月）
~11.22(火）

2日

■‐ロロロー■

2日

8

‐ロロ■■4■●●

約50

高裁所在地の

首席家裁調査

宣.…..__…….‐

首席家裁調査
官

3 事務局長研究会

事務局長として必要な
指導監督等に関する研
究を行うことにより、

総合的な組織運営能力
の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

5. 2.16（木）
～2．17(金）

2日 未定
地・家裁の事
務局長

4

管理者研究会
（組織運営）

※司研合同

支部運営を始めとする
組織運営に関する研究
及び討蟻を行うことに
より、幹部職員として
の管理能力の向上と意
識の高揚を図る。

司法研修所
4．

●

～

5.24（火）
5.26(木）

3日 未定

次席書記官､次
席家裁鯛査官、
総括主任家裁
鯛査官(次席家
裁調査官の経
験がある者)、次
長

5

次席
家庭裁判所
調査官等
研究会

第1回

b■■■｡●■●の■口●■

第2回

次席家裁調査官又は総
括主任家裁調査官とし
て必要な指導監督に関
する研究を行うことに
より、管理能力の向上
と意識の高揚を図る。

司法研修所

p■ロp■■l●｡■C■■lpp‐■■

裁判所職員
総合研修所．

4. 4.25（月）

①4, 9.12（月）
②4. 9.21(水）
～9.22(木）

1日

3日

約20

●

ｰ凸一PCロ■

未定

次席家裁調査
官、総括主任
家裁調査官

6 管理者研究会

幹部職員として、その
職務を遂行するために
必要な広い視野と高い
職見を習得させるとと
もに、当面する諸問題
の研究及び討議を行う
ことにより、管理能力
の向上と意識の高揚を
図る ｡

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ

月
金

く
く

８
２

１
２

白
●

４
４

４
へ 5日 未定

新たに局長(高裁
を除く｡）、次長、
事務部長､首席
書記官､次席書
記官､総括主任
書配官､首席家
裁調査官､次席。
家裁鯛査官､総
括主任家裁調査
官､首席技官(最
高裁)､吹席技官
(最高裁)等に任
命された者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

7 研修計画協議会
研修実施計画及び研修
運営上の諸問題につい
て協議する。

司法研修所 5． 1． 6(金） 1日 約30

高裁の吹長、
首席書記官、
高裁所在地の
首席家裁調査
官



(2)中間管理者層
ア管理案務系

2

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

8
中間管理者
研修I

第1回

I●●｡●●●●■●ロ●■

第2回

l●｡■■｡■■●｡■ロロ

第3回

Bロー■卜■D‐‐わ｡‐●4■■I

第4回

中間管理者として、そ
の職務を遂行するため
に必要な高い識見及び
管理技法を習得させる
ことにより、職務意織
の高揚と管理能力の向
上を図る6

裁判所職員
総合研修所

等

①4． 9． 5（月）
～9． 6(火)

②4.10.11(火）
~10.12(水）

､■■■■●●●■●●■■●■●●■0

①4． 9． 5（月）
～9． 6（火）

②4.10.13(木）
～10.14(金）

Pロ■■0 1■■■■b■、■■、O■P■‐4■■､●■

①5. 1.18(氷）
～1.19(木)

②5． 2． 7(火）
～2． 8(水）

､■､｡■■■､●口画○争口q■q■■■b●｡｡■

①5. 1.18（水）
～1.19（木）

②5． 2． 9(木）
～2.10(金）

各
4日

約80

■■■■｡■q

約80

、

■ロ■､ｰ■■■Q

約80

ロロー‐ロロ■

約80

昇任後おおむ
ね7年未満の主
任書記官若しく

は主任家裁調
査官､速記管理
官､速記副管理
官､課長補佐、
専門官､班長又
は主任技官の
職にある者

9
中間管理者
研修Ⅱ

第1回

Ⅱいわ○■｡●｡●●●口の

第2回

、

中間管理者として困難
な職務を遂行するため
に必要な広い視野と高
い職見及び管理技法を．
習得させることによ
り、職務意織の高揚と
管理能力の向上を図
る 、

裁判所職員
総合研修所

4.10.25(火)ノ
～10.27(木）

P■■‐■■ロー■②ロロ■の｡■■pq

4.12. 5(月）
～12． 7(水）

各
3日

未定

●

訟廷管理官、
訟廷副管理
官、裁判員調
整官、課長、
文書企画官、
企画官、首席
技官、営繕企
画官（最高
裁）又は昇任
後おおむね7
年以上経過し
た主任書記官
若しくは主任
家裁調査官の
職にある者

10

主任
家庭裁判所
調査官
研修

第1回

じq■q■I■l■1■■q■4■ロ■■。■

第2回

主任家裁調査官として
必要な指導監督能力の
向上及び管理者意識の
高揚を図る。

裁判所職員
総合研修所

4． 6;21(火）

bロ■｡｡●●｡●pppp●●■●‐q

4． 6．22（水）
～6.23(木）

1日

｣

9

｡●｡●Dpq

2日

約80

ロ●●＝色●q

未定

主任家裁調査
官



(3)主として管理職以外の層(書記官･家裁調査官･係長等）
粥墜11 誰

3

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

11.
研修指導

研究会

第1回

DDpC｡●l■■■■の●●

第2回

◆

高裁委嘱研修及び自庁
研修の指導者を養成す
る 。

裁判所職員
総合研修所

１
１

水
金

く
く

１
３

●
●

６
６

４
－

DDp●●｡●●ロロロ●●■●■｡■q

4.12.13（火）
～12.15(木）

3日

■■■q■■■q

3日

約40

PDD■●●■

約50

次席書記官、
総括主任書記
官、主任書記
官、訟廷管理
官、訟廷副管
理官、裁判員
調整官、次席
家裁調査官、
総括主任家裁
調査官、主任
家裁關査官、
総括企画官、
課長、文書企
画官、企画
官、課長補
佐、専門官

12
実務指導
研究会

民事

B●●●争●■ロー○‐ロロ

刑事

、●●●●■●｡■■‐ロ色

家事

P 4■｡g■d■q■q■q■ﾛ■ローロー

少年

書記官グラッシュアッ
プ研修の指導者を養成
する 。

裁判所職員
総合研修所

4. 4.26（火）
●

I-q■－－‐｡』■一■●■ﾄ ﾛ■d■■D q■。■。■■

4. 4.27(水）

lロ●ロ■●●■のb■●●●●●●●■

4. 4.27(水）

､●pP口■DP■■■｡‐‐‐‐‐ロロ｡■

4； 4.26(火）

1日

1日

■●｡■■■6

1日

1日

約40

●●‐Q●□q

約40

ロ■●●●pq

約35

ローd■口■■､■

約25

書記官ブラシ
シュアップ研修
の諭師となる予
定の者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

13

家事実務研究会

※司研合同

家事書記官及び家事係
鯛査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り、もって適正か
つ迅速な事件処理の推
進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

4．11． 8（火）
～11.10(木）

3日
約
100

家裁で家事事
件を担当する
書記官、家裁
調査官

14

少年実務研究会

※司研合I司

少年書記官及び少年係
鯛査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り、 もって適正か
つ迅速な事件処理の推
進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

4． 9． 7（水）

～9． 9(金）
3日

約
100

家裁で少年事
件を担当する．
書記官、家裁
調査官

15
民事実務
研究会

第1回

※司研合同
p■ロ●－口■■｡p●‐●■

第2回

民事書記官の事務処理
上の諸問題について研
究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り、もって適
正かつ迅速な事件処理
の推進に資する。

I

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

、●●●‐p●｡｡●■卜■●●●●●

裁判所職員
総合研修所

4. 6.22（水）
～､6.23(木）

4.12.15（木）
~12. 16(金）

2日

2日

約50

■一口●ロロ■

約50

高・地・簡裁
で民事事件を
担当する書記
官



4

番号 名 ・称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

16

刑事実務研究会

※司研合同

刑事書記官の事務処理
上の諸問題について研
究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り、もって適
正かつ迅速な事件処理
の推進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

4.12. 7(水）
～12． 8(木）

2日 約50

高・地・簡裁

で刑事事件を
担当する書記
官

17

家事特別研究会

※司研合同

後見関係事件等の運用
をめぐる諸問題につい
て研究及び討議を行う
ことにより職務遂行能
力の向上を図り、もっ
て適正かつ迅速な事件
処理の推進に資する。

司法研修所
及び‘

裁判所職員
総合研修所

4.10. 5（水）
～10． 6(木）

2日 約50

●
■

家裁で後見関
係事件を担当
する書記官

18

家庭裁判所
調査官
特別研修

第1回
I

l■■■①■●●●■●●ロ

第2回

、■ロロp●｡■｡■●｡●

第3回

行動科学等の更なる専
門性の護得及び深化を
図り、現場の調査事務
の質向上に寄与させ、
的確な調査事務を追求
する能力の発展を図
る ◎

裁判所職員
総合研修所

6

4.10.19（水）
～10.21(金）

DppbpDb●■●●■●●●●ppq

4.11.30(水）
～12． 2(金）

■｡●■｡●●■■●●■●●●●P●q

ｊ
ｊ

水
金

く
く

５
７

２
２

Ｌ
Ｌ

ａ
へ

3日

■●■●●●q

3日

p■■｡●｡。

3日

約30

●●｡●●●■

約30

■●｡b●口早

約30
寺 寺

家庭裁判所調
査官実務研修
又は令和元年
度以前の家庭
裁判所調査官

応用研修を終
了した者

19
家庭裁判所調査官
応用研修

専門的知職及び技能を
応用して、複雑困難な
事件についても円滑な
調査事務の遂行を確保
できる能力の向上を図
る 。

裁判所職員
総合研修所

4．． 7． 5（火）
～7． 8(金）

4日 未定

家裁調査官任
官後、 3年以
上経過した者
のうち家庭裁
判所鯛査官実
務研修又は家
庭裁判所調査
官応用研修を
終了していな
いもの

20 速記官中央研修

裁判所が当面する諸問
題に関する理解を更に
深めさせるとともに、
裁判部の一員としての
職務意職の高揚を図
る。 、

裁判所職員
総合研修所

4. 6.29（水）
～6.30(木） 2日 約20

速記官（速記
管理官及び速
記副管理官を
除く。 ）

21 総括執行官研究会

総括執行官の職務等に
ついて知識を付与する
とともに、研究、討礒
等を行うことにより、
総括執行官の役割や執
行官室の運営等につい
ての認織を深めさせ、
総括執行官としての職
見をかん養する。

裁判所職員
総合研修所

4． 7． 5（火）
～7． ．7(木）

3日 約20 総括執行官



菌召

5

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

22 執行官実務研究会

社会の変化に的確に対
応できる事務処理能力
を身につけるととも
に､前例のない特殊困
難な事案等に対応でき
る知織や論理的思考力
を養う。

裁判所職員
総合研修所

5． 3． 1（水）

～3． 3(金）
3日 未定 執行官

23
0

新任執行官研修

職務遂行に必要な知識
を付与することによ
り、執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る 。

裁判所職員
総合研修所

4. 5.24（火）
～5.27(金）

* 酢

4日 未定

令和3年4月2
日以後に執行官
に任命された者
又は執行官事務
取扱書記官に指
定された者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

24

係 長 等
（総・務担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る ｡

裁判所職員
総合研修所

4． 9．27（火）
～9.29(木）

I

3日

I

約50

高・地・家裁
本庁の総務事
務を担当する
係長、専門職

25

係長等
（人事担当）
研 修

職務遂行に必要な知織
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る ｡ 。

裁判所職員
総合研修所

4.10.18（火）

～10.20(木）
3日 約50

高・地・家裁
本庁の人事事
務を担当する
係長、専門職

26

係長 等
（会計担当）
研 修

職務遂行に必要な知餓
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る ◎

裁判所職員
総合研修所

4.11.15(火）

～11.18(金）
4日 約50

高・地・家裁
本庁の会計事
務を担当する
係長、専門職

番号 名 称 目 ． 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

27
研修事務担当者
研 修

研修の企画、実施等に
必要な知識及び技能を
付与することにより、
執務能力の向上と職務
意識の高揚を図り、
もって高裁委嘱研修及
び自庁研修の充実を図
る ◎

裁判所職員
総合研修所

4. 6.14（火）
～6.15(水）

2日 約40

研修事務を担当
する高･地･家裁
の係長､専門
職､主任

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

28
総合職採用職員
初任研修

将来の幹部職員の候補
者としての自覚を促
し、職務意識の高揚を
図る°

裁判所職員
総合研修所

4． 4． 6（水）
～4． 8(金）

3日 未定

令和3年度裁
判所職員採用
総合職試験の
合格者で、新
たに採用され
たもの



(5)その他

隙用騒畢 ； ‐

6

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

29
情報セキュリティ
研 修

情報セキュリティの確
保に必要な知識等を習
得し､情報セキュリ
ティ事故を未然に防止
するための方策の立
案・実施に資するとと
もに、情報セキュリ
ティ事故が発生した場
合の対処能力等の向上
を図る。

裁判所職員
総合研修所

4.10. 4（火）
～10． 5(水）

2日 約60

情報セキュリ
ティ対策事務
従事者の事務
を補助する者
(管理職以上
の者）

30
情報処理
研修

第1回

bpp■4■ロpppqp●■

第2回

情報化の推進に向け
て、職員全体のレベル
アップを図るための指
導的役割を果たす者を
広く養成する。

鵬
鯏

4. 5.18（水）
～5.19(木）

DD1■■ﾄ q■q■1■■b■､■I■1■0■4■■■ロロの

4． 6． 8（水）
｡

～6． 9(木）

各
2日

約60

■●●■P●●q

●

約60

情報化の推進
に指導的役割
を果たすこと
が期待される
行H職員（家
裁調査官を除
く。 ）

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

31
p

採用試験事務担当者
研究 会

採用試験事務に必要な
知磯及び技能について
の研究を行うことによ
り、執務能力の向上を
図る ｡

司法研修所 4． 5．27(金） 1日 未定
採用試験事務
を担当する管
理職員等

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

32
CA研修
実務試験

前期
研修

bq■Q■q■l■1■。■q■ロ■q■■｡

実務
研修

D●｡｡■■●ロロロロロロ

後期
研修

書記官の執務に必要な
学職及び実務知識並び
に職務遂行能力の有無
を判定する。

裁判所職員
総合研修所

0

■｡■の｡■●｡p■pPロP‐－わ

実務研修
実施庁

､の｡■●■トー■I■0■4■｡■l■■■トロロ
●

裁判所職員
総合研修所

.4. 6.27(月）
～7.15(金）

rーq■■■P－Pp4■ロー■トー｡｡｡‐｡q
■

4. 7.19(火）
～8.19(金）

､○口｡■｡■ﾛ■ロq■●‐｡●●q■｡●ppq

4. 8.22（月）
～9． 9(金）

15日

ロ■し■l■■bp4

23日

■q■の●0■{■I

15日

未定

裁判所書記官
任用試験の第
2次試験に合
格した者 。



2高裁委嘱研修
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7

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

33

次 席
家庭裁判所調査官等
実務研究会

高等裁判所で実施す
る委嘱研修及び高裁
ブロック研修の運営
等について研究及び
討議を行うことによ
り、研修等の充実及
び改善に寄与させ
る ◎

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ） ．
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

1日 未定
次席家裁調査官、
総括主任家裁調査
官

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

34
新任中間管理者
研 修

職務遂行に必要な管
理能力及び管理技法
を付与することによ
り、中間管理者とし
てふさわしい職員を
養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

へ
日

３
５ 未定

新たに主任書記官、
訟廷管理官、訟廷副
管理官、裁判員鯛整
官、主任家裁調査
官、速記管理官、速
記副管理官、諜長、
文書企画官、企画
官、課長補佐、首席
技官、班長（最高
裁） 、主任技官（最
高裁を含む） 、地裁
本庁所在地にある検
審局長等に任命され
た者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

35

書記官
ブラッシュアップ
研 修

中堅警記官に求めら

れる思考力・表現力
等を執務で十分に発
揮できるよう、基本
的資質・能力を磨
き、執務の質の向上
につなげる契機とす
る 。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
むづ ）
又は

高等裁判所
等

7月から9月

までの間で実
施機関が適宜
決定

日
１

５
※ 未定

書記官任用資格取
得後5年以上の者
(中間管理者以上
の者を除く。 ）

36
家庭裁判所調査官
実務研究会

家庭事件の調査上の
諸問題について研究
及び討議を行うこと
により、調査実務の
充実及び改善に寄与
させる。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実.施機関が
適宜決定

3日 未定
主任家裁調査官、
家裁調査官

37 新任係長研修

職務遂行に必要な知
識及び技能を付与す
ることにより係長と
してふさわしい職員
を養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

1～

3日
未定

新たに係長に任命
された者



1

宝旅鰹匪

(4)事務官等層
I

宝.に

箪麿の

※3実施機関がその実情に応じて適宜決定することも可とする。
※4実施機関がその実情に応じて短縮することも可とする｡

』
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番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

38 事務官専門研修

総務、人事、会計及
び裁判部の各分野に
ついて、その事務を
処理するために必要
な専門的知職及び技
能を付与することに
より、中核的役割を
果たしている事務官
の執務能力の向上を
図る ｡

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ） ．
又は

高等裁判所
等

･実施機関が
適宜決定

2～

3日
未定

採用後7年以上の
行H事務官（専門
官以上の職にある
者を除く。 ）

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

■

39

●

グ

ジ1ヤンプアップ
研 修

職務での問題点の発
見と改善等について
研究及び討議を行う
ことにより、仕事の
進め方に関する基本
的な能力を向上さ
せ、中堅事務官とし
てふさわしい職員を
養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等栽判所
等

実施機関が
適宜決定

3日 未定

採用後7年以上1
0年未満の行H事
務官（係長、専門
職以上の職にある
者及び書記官又は
家裁調査官の任用
資格を有する者を
除く。 ）※2

四

40
ステップアップ
研 修

本格的なジョブロー
テーションが始まる
前にその意義を理解
させ

うと
行能
り、

と
、 動機付けを行
ともに､､職務遂

能力の向上を.図
事務局事務等の

一般的な知識を付与
する 。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

P

2月から3月
までの間で実
施機関が適宜
決定

6

※3

2日 未定
採用
事務
※2

41 事務官法律研修

通信研修及び面接研
修を通じて基礎的な
法学教育を行うこと
により、資質及び事
務処理能力の向上を
図る ｡

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

通信研修
実施機関が
適宜決定

面接研修
実施機関が
適宜決定

9～

･11日

※4

未定

採用後1年以上の
行H事務官（書記
官又は家裁鯛査官
の任用資格を有す
る者、総合職(I
種、上級）試験合
格者等を除く。 ）



I
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3各庁委嘱研修
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番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

42 新採用職員研修

国民全体の奉仕者と
しての使命を自覚さ
せるとともに裁判所
職員として必要な基

礎的知織を付与し、
裁判所職員にふざわ
しい心構えをかん養
する 。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所
等

実施機関が
適宜決定

4日 未定
新たに採用された
職員（総合職採用
職員を除く。 ）

番号 名 称 目的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

43
フォローアップ
セ ミ ナー

裁判所職員として必
要な基礎的知餓を確
認させ、幅広い視野
で職務を遂行する姿
勢をかん養する。

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

①2月から3
月までの間で
実施機関が適
宜決定
②実施機関の
実情に応じ
て、①に定め
る日に加え、
実施機関が適
宜決定

約
3日

未定
採用後1年程度を
経過した行H事務
官、行H技官

44
フレシシ1

セ ミ ナー

職員として当面必要
な知識を付与し、職
場への円滑な定着を
図る ｡

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

採用後勤務初
日及び2日目

2日 未定
新たに採用された
職員



１

1

4研究 、

1

I
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番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

45 合同実務研究

異なる職種の職員に
裁判所の職種間の連
携、協働に関する研
究を共同してさせる
ことにより、実務の
改善及び向上に寄与
させる。

研究員が
所属する
裁判所

4． 9

～5． 3
7月 未定

書記官、家裁調査官
等 ．

46 書記官実務研究

書記官実務における
諸問題について、体
系的かつ実証的な研
究をさせることによ

り、実務の改善及び
向上に寄与させる。

裁判所職員
総合研修所

4． 4

～5． 3
1年 2 書記官

47

一

家庭裁判所調査官
実務研究
（個人及び
共同研究）

同 上
(指定研究）

家庭事件調査実務に
必要な理齢及び技法
に関する実証的研究
を行わせることによ

り、調査実務能力の
向上に寄与させる。

研究員が
所属する
家庭裁判所

研究員が
所属する
家庭裁判所
及び ・

裁判所職員
総合研修所

4． 7

～5． 3

4． 4

へ』5．3

8月

1年

未定

6

(個人研究）
家庭裁判所鯛査官実
務研修又は令和3年
度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者
(共同研究）
家裁調査官

家庭裁判所調査官実
務研修又は令和元年
度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者

48

家庭裁判所調査官
関係機関特別研究
(家事及び少年
関係機関につ
いての研.究）

.同 上
(心身の鑑別につ

d

いての研究）

同 上

(更生保護につ
いての研究）

セ 0

関係機関における業
務の実際に関する研
究を行わせることに
より、調査実務能力
の向上に寄与させ
る 。

派遮先
関係機関
及び

研究員が
所属する
家庭裁判所

矯正研修所
.及び
研究員が
所属する
家庭裁判所

法務総合研
究所及び
研究員が
所属する
家庭裁判所

4． ．7

～5． 3

２
３

５
－
．

２
３

５
－

8月

1月

1月

未定

3

3

家庭裁判所調査官実
務研修又は令和3年
度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者

家庭裁判所調査官実
務研修又は令和元年
度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者

家庭裁判所調査官実
務研修又は令和3年
度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者



5委託研修

I

6自庁研総

11

番号 委託庁 名 称 人 員

49 人事院 行政研修（課長補佐級）
q

未定

50

51

52

53

54

55

財務省

会計事務職員研修

会計事務職員契約管理研修

予算編成支援システム研修

予算担当職員初任者研修

決算書作成システム研修

会計監査事務職員研修

未定

56 国税庁

、

税務大学校本科特別研修 未定

57 総務省 情報システム統一研修 未定

番． ユフ 名 ； 赤 目 的 実 迩坊 ’所 実施陽§側 期債 人
一
睡
雲
【 弗 ・ 象者

58 高裁ブロック研修

職務遂行に必要な
知職、技能等を習
得させ、執務能力
の向上と職務意識
の高揚を図る。

実施機関が適宜決定
高裁管内に勤務する
職員

59 自庁研修

職務遂行に必要な
知織、技能等を習
得させ、執務能力
の向上と職務意織
の高揚を図る6

実施機関が適宜決定
最高裁、高地家簡裁
に勤務する職員



第2養成

1裁判所書記官養成課程

b

2家庭裁判所鯛査官養成課程
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番号 部 ． 期 実施時期等 期間 人員 対象者

60
第 一 部
第 19 期

4． 4． 1(金） 入所 .
4 ？ 1.(金)～予修期修習
5.9(月） 入所式
5． 9(月)～第1期研修
7.19(火)～実務修習
10． 3(月)～第2期研修

5. 3.24(金） 修了

1年 186

第一部入所試験合
格者で、最高裁が
指名したもの

61

●

部
一
一第

昏
■

第18期
(2年生）

第19期
(1年生）

４
４
５
５
０
４
７
０
３

１

１

●

●

○

３
４
５

1(木） 入所
1(木)～予修期修習
10(月） 入所式
10(月)～裁判事務修習
15(金)～第1期研修
1(金)～第2期研修
19(火)～実務修習
3(月)～第3期研修
24（金） ．修了

4． 4． 1(金） 入所
4． 1(金)～予修期修習
5

5..

10.

5． 4．．

7．

10

6． 3．

９
９
．
７１

3

月
月
月
月

く
く
く
く
下旬
上旬
下旬

）入所式
)～裁判事務修習
)～第1期研修
)～第2期研修
～実務修習
～第3期研修
修了

2年

2年

97

88 ．

第二部入所賦験合
格者で、最高裁が
指名したもの

番号 期 実施時期等 ． 期間 人員 対象者

－

62 第 18 期

3． 4． 1(木） 入所
4． 1(木)～実務修習（予修期）
5.10(月） 入所式
5.10(月)～前期合同研修
7.19(月)～実務修習

4. 9.20(火)～後期合同研修
5. 3.24(金） 修了

2年 52

令和3年度採用の家
裁調査官補で､最高
裁が指名したもの

63 第 19 期

4． 4． 1(金） 入所
4． 1(金)～実務修習（予修期）

●
◆
の

５
５

(4.6～8を除く。 ）
9(月） 入所式
9(月)～前期合同研修

7.19(火)～実務修習
5． 9．中旬～後期合同研修
6． 3．下旬 修了

2年 54

令和4年度採用の家
裁調査官補で､最高
裁が指名したもの



令和4年度研修実施計画一捻表(令和3年度との比較表）

＊研修名の頭に付した記号は､◎は中央研修､'Oは商餓委嘱､●は各庁委嘱研修､◇は自庁研修を表ず°
令和4年度F皇華 ・ 令和3牟度〒

番矧 研修名等 実施時期． 期間人員 実施時期 期間｜ 人員｜

］ |､酋席香記富研究会 ‘."3(火)~9.'"水） 2 未定|3.'0.'9(火) ] :0 1
‐ |・欝艤譲朧錨順I所鬮'第ﾕ回4.,.1(木)-"(金） 〃｡BI3.9.2(*)~9.3(金) 2 $ |

未定 3.10.19(火） 30◎首席香記官研究会 4.9.13(火)～9.14(水） 12

3.9.2(木)～9.3（金）

８

回

4.9.1(木)～9.2(金）

．２

| ，
◎首席家庭裁判所鯛 各2

’
’

1
備考

日程変更･短縮､ウェプ会鰹

テレビ会鑑

3.11,25(木)～11.26（金）
■。 ｡－ 一一申

－
雑
，

↑
■

一
回

１
２

第
一
第 ２

－

０

８
．
繩在官研究会

‐

竜q■ ■一ー 凸曲 ＝

4‘11‘21(月)～11‘22(火）

4.2.17(木)～2.18(金）未定 2 24◎事務局長研究会 5.2.16(木)～2.1?(金） 2３

一

3 ．｜
’ |中止

1

3.5,18(火)～5‘20(木）未定◎管理者研究会(組織運営)(※） , 4‘5‘24(火)～5,26(木） 34

『

日程短緒､テレビ会鰹約20
一一一予

未定

3.4.27（火）

－－－－
”､29(水)-10.1(金）

回
回

１
２

第
一
第

l

3

18

声一

中止

テ4‘4.25（月）
ロー各－－－■ｰ

ウ4.9.12(月）
4.9.21(水)～9.22(木）

－

１
３

－

や
◎次席家庭栽判所
鯛査官錬研究会

－－ 一

5

日程変更･短総､テレビ会鮫3.8.24(火)～8.25(水）未定 2 92◎管理者研究会 4.4.18(月)～4･22(金） 5６
車
７ テレビ会錐約30 4.1.6(木）◎研修計画燃醗今 テ5.1.6(金） 1 311

図中止一鋤
一
”

“
《
ｕ
由
へ
．

皿
一
瓜

卜
幻

呼
一
岬

4.9.5(月)～9.6（火）
4.10.11(火)～10.12(水）

4.9.5(月)～9.6（火）
4,10.13(木)～10.14（金）
5.1.18(水)～1‘19（木）
5.2.7(火)～2.8(水）

ウ
ー
ウ
ー
ウ
ー
ウ

中止

０
０

８
８

約
約

回
回
回
回

１
２
３
４

第
第
第
第

1

｜

| 鶴‘
’

１０
０

８
８

約
約

各4◎中間笹理者研修I8
－

一 一 一 一-

4.1.11(火)～1,.1“金）

一
挫

止中
一

叩
一
帥

約
一
約

』

1

M

4.2.7(月)~2.10【木）5.1.18(水)～1@19(|木）
5.2.9(木)～2.10(金）

弓

中止

■

3.12.7(火)～12.9(木） 3
未定
一一

未定

掴
一
麺

一

第
一
第

4.10.25(火)～10.27（木）
一ー－一一一一一一一一一一一一一

4.12‘5(月>～12.7(水） 今
一
一
一

各3◎中間管理者研修Ⅱ9

－－ 一

3過‘23(水)～6525K金）
- .-‐ ‐-- - =9 二

3.6‘30(水) ～7塁(金）
|識

■

止
止

中
中

淵
回
回

１
２

第
第

細
一
報

4.6.21(火） 1

－

2

◎主任家庭栽判所調
査官研修 一

10 －－一

4.6.22(水)～6.23(木）

止酉

■
一
『

3.62(水).－“(金X

3.12.14《火)～12il6(*) 止
一
中

中
宇

如
一
釦

約
一
約

廻
一
＠
羽

第
一
第

4.6.1(水)～6‘3(金）

|各3
一

各3◎研催指導研究会11 －－世一

4.12.13(火)-12,15(木）
P

ｊ
１
ｊ
Ｊ

牡
・
休
休
・
欧

７
８
８
７

２

２

２

２

４
４
４
４

３
３
３
》
３

一
祉
一
祉

一

止
止
中
中

引
》

約40
－－

約40

事
一
事
事

4.4.26（火）

4.4.27（水）

4.4.27（水）

4‘4.26(火）

民
一
刑
一
家

｜

｜各1

1

各1◎実務指導研究会12 一一一一一

約35
－

約25少年

日程短縮､テレビ会戯3.11.17(水)～11.18(木）◎家事実務研究会(※） 約1004.11.8(火)～11.10(木） 2 99313

日程短縮､テレビ会厳◎少年実務研究会(※） 約100 3.12.20(月)～12.2](火）4.9.7(水)～9.9(金） 1002314

’

1

’
日程短縮､テレビ会磯3.6.9（水）

一一~ー~令一号や｡－』一ー~~‐＝｡ 。■

3.12.16(木)～12.17(金）

第1回(※）

今一 一

第2回

4‘6.22(水)～6.23（木）

｡一一

ウ4.12.15(木)～12.16(金）

つ

０
－
０

繩
一
姉

50

'~荘

】

◎民事実務研究会 各215
'｡ ーー↑

2
伝

日程短縮､テレビ会雛3.11.10(水）◎刑事実務研究会(※） 約504.12.7(水)～12.8(木） 】 50216

3.10.7(木)～10.8(金） テレビ会鮫約50◎家事特別研究会(※） 4.10.5(*)～10.,6(木） 2 50217

ｑ
ｌ
Ｊ
。
Ｌ
■

－
３

４

－

．
蝿
’
－
４

中止
一

中止

3D

3010319(火)～10,22(|金）
h倉らニドー毎一一…一一一竜…屋一一

au､30(火)-1263(金）

4.1.18(火)～1:20(木）

回
一
回
一
回

１
一
２
－
３

第
一
第
一
第

《
一

4,10.19(水)～10.21(金）
－町－－－企←

4.11.30(水)～12･2(金）

5.1.25(水)～1.27(金）

、

釦
・
》
鋤

約
一
約

３
唖
３
－
３

》

◎家庭戟判所剛迩官
特別研修

18
一－－－ 一

約30

日程変更･短縮

日程変更･短縮

第1回:3.7.6(火)～7.7（水）

第2回冒3.7‘8(木)～7.9(金）

2 犯
一
一
兜

未定◎家庭裁判所鯛査官応用研修 4.7.5(火)～7.8(金） 419

2

’ 2
1

◎遮紀官中央研修 3.6.30(水)～7.1(木） 祉
一
社

4.6.29(水)～6.30(木） 約20220

’
一
醗
一
醗
函
一
一
一

Ｉ

日程

日程

3.9.16(木） ｜ 】◎総括執行官研究会 約20“‘5(火)～7.7(木） 32］
_ _- - . --4

変更､DVD視瑚

’

4.3‘2(水)～3‘3(木）◎執行官実務研究会 未定5.3.1(水)～3.3(金） 2 18322

変更･短緒$テレビ会誠、
DVD視聴

未定◎新任執行官研修 3.10.11(月）4.5.24(火)～5.27(金） 「 17423

一

中止3‘6,22(火)～6.24(木）◎係長等(総務担当)研修 約504.9.27(火)～9.29(木） 3324

3と7.13(火)～7.15(木） 中止◎係長等(人事担当)研修 約504.10・18(火)～10.20(木） 3325

’ 4 中止◎係長等(会計担当)研修 約50 3611.16r火)～11.19(金）4.11.15(火)～11.18(金） 426

1



一
一
三

墨
画
團
闘

畔緬一｢爾而而干二 １
１

備考
研惟名等

’ 2 1郷011約402

一 一一屍－－－

3‘6訊5(火)－6‘16(水．） 2 1◎研修事務担当者研修 4.6.14(火)～6.15(水） 中止’
、

◎総合職採用職員初任研修 4.4‘6(水)～4.8(金） 未定 3.9‘27（月）～9.28(火） 日程変更･短縮､ウェプ会馳3 2 75

Ｆ
Ｉ
Ｉ
ロ

◎情報セキュリティ研修 4.10.4(火)～10.5(水） 約60 369.14(火)～9.15(水･）2

１

中止
1－－

2 I

|縁，
’

回
一
回

１
－
２

第
一
第

中止

中止

4.5.18(水)～5.19（木）

4‘6.8(水)～6.9(木）

０
０

証
一
繩

3.5.19(水)～5,20（木）
一一一一一

3.5‘26(水)～5,27(木）

◎情報処理研修 各230

1

◎採用賦醗事務担当者研究会 テ4,5.27(金）

備
未定 3.5.25(火） 日程短縮､テレビ会雄1

’
1

1

1 42

■■前期研催
一?一

実務研催

後期研修

4,6瞳27(月)～7.16(金） 3.6‘24(木)～7,14(水） 15

－

り ●

4.7,19(火>～8.19（金）

4.8.22(月)～9.9(金〉

◎CA研修実務駄験 未定 3.7.16(金)～8‘20（金）
ー-

3.8.23(月)～9.10(金）

62 1
23

15

O次席家庭餓判所溺垂官等
実務研究会

鶏
未定

未定

33 実施概関が適宜決定 実施機関が適宜決定1 1高裁で中止1 75

O新任中間軒理者研修 実施樅関が適宜決定 実施機関が適宜決定誕
一
妬
一
舶
一
”
諏
一

3～5 3～5 286

7月から9月までの間で実施椴
関が適宜決定

7月から9月までの間で実施椴
関が適宜決定． ､

O書記官ブﾗｯｼｭｱｯ”f修 未定5 4335

．
Ｐ
１
．
０
巴
．
ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅲ
ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ザ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ｌ
■
■
１
１
皿
■
凸
■
Ⅱ
ｕ
Ⅱ
■
８
且
”
■
■
■
Ｖ
凸
■
■
■
且

Ｉ１
１

O家庭裁判所鯛査官実務研究会 実施機関が適宜決定 朱定 実施樅関が適宜決定 未定 2商裁で中止3 3
I

b

’

O新任係長研催 実施槻閲が適宜決定 未定 実施機関が適宜決定 約2701～3 1～3

O事務官専測研催 実施機関が適宜決定38 未定 実施機関力緬宜決定
■ 未定’ 3高裁で中止2～3 2～3

39
『

○ジャンプアップ研修 実施機関が適宜決定 未定 実施機関が適宜決定3 未定 3商蛾で中止3

■ ■

通信研陸 実施椴関が迩迩決定 実施機関が適宜決定
O事務官法律研修40 未定 250－一一一一一一 ■一＝ー訂

面接研修 実施機関が適宜決定 実施樋関が適宜決定9～11 5～11

O新採用職員研修 実施機閲が適宜決定凹
悶
・

未定 実施機関が適宜決定 未定4 2～5

2月から3月までの間で実施機
関が適宜決定 ;総農嬢りう間副琴施嬢 I 2

1

1中止○ステヅプアップ研捗 未定2

↓

●フォローアップセミナー

①2月及び3月中で実施機関
力猫宜決定
②実施機関の実傭に応じて、
①に定める日に加え､実施機
関が適宜決定

の2月及び3月中で実施機関
が適宜決定
②実施機関の実情に応じて、
①に定める日に加え､実施機
関が適宜決定

43 約3 未定 約3 未定 ‘

eフレッシュセミナー 採用初日及び2日目 未定 採用初日及び2日目 未定“
｜
錨
一
妬
一
卿
一
鯛
一

2 2

ｒ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｐ
‐
’
一
■
■
■
■
Ⅲ
■
Ｈ
１
‐
Ｉ
４
ｊ
ｌ
■
■
■
■
■
■
Ｖ
凸
■
■
‐
１
画
■
■
日
日
■
■
■
Ｉ
■
ｂ
Ｒ
Ｋ
Ⅲ

◇高戟プﾛｯｸ研修 実施拠関が適宜決定 実施樋閲が適宜決定

◇自庁研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定

合同実悲研究 未定7月4.9～5.3 3.9～4.3 7月 4

書肥官実務研究 1年 1年4.4～5‘3 2 3.4～4.3 2

未定未定
家庭裁判所閑査官実務研究
(個人及び共同研刻．

4.7～5.3 8月 8月3.7～4.3 25

49

同 上
(指定研究） 期間短緒､人員変更1年 9月4.4～5.3 6 3.7～4.3 6

h U

１

１

１
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

家庭裁判所調査官関係機関特別

研究(家事及び少年関係機関につ
いての研究） 。

未定8月 8月4.7～5‘3 3.7～4.3 12

50
同 上

(心身の鮭別についての研究）
1月 1月5.2～3 3 4.2～3 3

同 上

(更生保溌についての研究）
lI
l’1月 2月5‘2～3 3 3.9～11 3

｜
則 第19期書記官美成腺租飾一部 4.4.1(金)～5.3.24(金） 1年 3.4.1(木)～4.3.25(金） 令和3年度柵は第18期生1年187 227

第18期
(2年生）

■

3.4.1(木)～5.3.24(金） 2年 2.4.6(月)～4‘3‘25(金） 2年 令和3年度欄は第17期生97 77

書妃官養成腺租館二部52

第19期
(1年生）

4.4.1(金)～6.3月下旬 2年 3.4.1(木)～5.3.24(金） 2年 令和3年度欄は第18期生88 97

膣 ｜
’

家餓飼五官饗成課穆第ﾕ8期 3.4.1(木)～5.3.24(金） 2年 2.4.1(水)～4.3.25(金） 令和3年度欄は第ﾕ7期生2年52 47

’京戟測在官養成醗程第19期 4.4.1(金)～6.3月下旬 2年 3.4.1(木)～5.3.24(金） 令和3年度欄は第18期生2年54 52

巳

･中央研修については､テ→テレビ会磯､ウ→ｳｪプ会織又はテレビ会磯無印一参錐
･備考欄には､令和3年度について当初計画から変更等があった内容等を記戦した。
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令和4年度裁判所職員(裁判官以外)研修
裁判所職員総合研修所
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